
2025 年 3 月 

2025 年度海外留学プログラム参加者の皆様へ 

学校法人立命館 

 

学校法人立命館は、株式会社クレオヒューマンを通じ、損害保険会社と、各学校が単位認定する留学プログラムおよび

渡航について承認した旅行への参加者全員を保険の対象となる方とする「海外旅行保険包括契約」を締結しております。

留学プログラムおよび海外渡航への参加要件として、参加者各人の日程に応じた保険料相当額をご負担いただいてお

ります。 

 

１．補償内容（保険金額）および保険料相当額   ※包括割引 15％、過去の損害率による割引 30％適用 

１．留学（保険）期間 31 日以内の場合 ２．留学（保険）期間 31 日超 3 か月以内の場合 

補償項目 

31 日まで  

補償項目 

31 日超 3 ヶ月まで 

標準プラン 充実プラン A 充実プランＢ  標準プラン 充実プランＡ 充実プランＢ 

保険金額  保険金額 

傷害死亡 3,000 万円 4,000 万円 5,000 万円  傷害死亡 3,000 万円 4,000 万円 5,000 万円 

傷害後遺障害 3,000 万円 4,000 万円 5,000 万円  傷害後遺障害 3,000 万円 4,000 万円 5,000 万円 

治療・救援費用 無制限 無制限 無制限  治療・救援費用 無制限 無制限 無制限 

応急治療・救援費用 300 万円 300 万円 300 万円  疾病死亡 1,000 万円 2,000 万円 3,000 万円 

疾病死亡 1,000 万円 2,000 万円 3,000 万円  留学生賠償責任 1 億円 1 億円 1 億円 

賠償責任 1 億円 1 億円 1 億円  留学生生活用動産 50 万円 50 万円 50 万円 

携行品損害 50 万円 50 万円 50 万円  航空機寄託手荷物 3 万円 3 万円 3 万円 

航空機寄託手荷物 3 万円 3 万円 3 万円  航空機遅延*1 付帯あり 付帯あり 付帯あり 

航空機遅延*1 付帯あり 付帯あり 付帯あり  旅行変更費用*2 50 万円 50 万円 50 万円 

旅行変更費用*2 50 万円 50 万円 50 万円  保険期間 保険料相当額 

保険期間 保険料相当額  34 日まで 13,830円 14,780円 15,730円 

1 日まで 2,400円 2,860円 3,320円  39 日まで 15,790円 16,840円 17,890円 

2 日まで 3,130円 3,620円 4,110円  46 日まで 18,460円 19,700円 20,940円 

3 日まで 3,740円 4,240円 4,740円  53 日まで 21,500円 22,960円 24,420円 

4 日まで 4,240円 4,740円 5,240円  2 ヶ月まで 24,910円 26,640円 28,370円 

5 日まで 4,950円 5,480円 6,010円  3 ヶ月まで 33,810円 36,200円 38,590円 

6 日まで 5,630円 6,180円 6,730円      

7 日まで 6,230円 6,800円 7,370円   

8 日まで 6,720円 7,300円 7,880円   

9 日まで 7,210円 7,800円 8,390円  ３．留学（保険）期間 ３か月超の場合 

10 日まで 7,670円 8,270円 8,870円  

補償項目 

3 ヶ月超 

11 日まで 8,150円 8,760円 9,370円  標準プラン 充実プランＡ 充実プランＢ 

12 日まで 8,650円 9,270円 9,890円  保険金額 

13 日まで 9,140円 9,770円 10,400円  傷害死亡 3,000 万円 4,000 万円 5,000 万円 

14 日まで 9,610円 10,260円 10,910円  傷害後遺障害 3,000 万円 4,000 万円 5,000 万円 

15 日まで 10,020円 10,680円 11,340円  治療・救援費用 無制限 無制限 無制限 

17 日まで 10,620円 11,290円 11,960円  疾病死亡 1,000 万円 2,000 万円 3,000 万円 

19 日まで 11,520円 12,210円 12,900円  留学生賠償責任 1 億円 1 億円 1 億円 

21 日まで 12,450円 13,170円 13,890円  留学生生活用動産 50 万円 50 万円 50 万円 

23 日まで 13,150円 13,910円 14,670円  航空機寄託手荷物 3 万円 3 万円 3 万円 

25 日まで 13,840円 14,630円 15,420円  航空機遅延*1 付帯あり 付帯あり 付帯あり 

27 日まで 14,480円 15,300円 16,120円  保険期間 保険料相当額 

29 日まで 15,170円 16,030円 16,890円  4 ヶ月まで 44,350円 47,780円 51,210円 

31 日まで 15,720円 16,610円 17,500円  5 ヶ月まで 56,300円 60,740円 65,180円 

     6 ヶ月まで 68,110円 73,540円 78,970円 

*1  1 回の事故について､保険の対象となる方が下表の①から  7 ヶ月まで 80,080円 86,540円 93,000円 

③に該当する費用を負担した場合､該当した費用に応じた  8 ヶ月まで 92,060円 99,530円 107,000円 

お支払い額のうち､いずれか高い金額をお支払いします｡  9 ヶ月まで 104,340円 112,850円 121,360円 

  保険の対象となる方が負担した費用 お支払額  10 ヶ月まで 116,410円 125,950円 135,490円 

 ① 宿泊施設の客室料 3 万円  11 ヶ月まで 128,070円 138,610円 149,150円 

 ② 交通費*3 もしくは渡航先での各種サービス取消料 1 万円  1 年まで 140,180円 151,750円 163,320円 

 ③ 食事代 5,000 円      

*2 中途帰国費用のみ担保特約セット      

*3 その航空機の代替となる他の交通手段を利用した場      

合の費用をいいます。      



 

 
２．お手続き 

プログラム毎に指定する方法にて保険料相当額をお支払いいただきます。 

 

３．被保険者証の発行 

プログラム毎に別途ご案内する日時、場所、方法にて、各保険の対象となる方（＝プログラム参加学生・生徒・児童）の

皆様にお渡し致します。 

 

４．海外旅行保険（内容・お手続き）に関するお問い合わせ先・取扱代理店 

株式会社クレオヒューマン 

〒603-8353 京都府京都市北区平野上八丁柳町 28     075-463-9178  

 

５．引受保険会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

 

＜個人情報のお取扱いに関するご案内＞ 

 
 

このチラシは海外旅行保険の概要についてご紹介したものです。詳細は「学校法人立命館留学プログラム用包括契約

海外旅行保険のご案内」をご参照ください。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。 

 

東京海上日動の代理店は保険会社（東京海上日動）との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の

代理業務をおこなっております。 

したがいまして、代理店との間で有効に成立したご契約につきましては、保険会社と直接契約されたものになります。 

 

※学校法人立命館が締結した「海外旅行保険企業包括契約」で提供する補償は「学校法人立命館留学プログラム用包

括契約海外旅行保険のご案内」に記載の通りです。ご不明な点等は、株式会社クレオヒューマンにお尋ねください。 

 

 募集文書番号： 24T-002338 

2025 年 3 月作成 

●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社

および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、

付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用

する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情

報）の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定さ

れています。 

① 本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます。）、保

険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること 

② 契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損

害保険協会等と共同して利用すること 

③ 引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス

等の提供・案内のために、共同して利用すること 

④ 再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供す

ること 

⑤ 質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、そ

の担保権者に提供すること 

⑥ 保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等（過去の

情報を含みます。）をご契約者およびご加入者に対して提供すること 

詳しくは、引受保険会社ホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp) をご参照ください。 

 

●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険

金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方ま

たは同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録され

た契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。 


